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第５０回（平成３０年度）社会保険労務士試験の合格基準について

１ 選択式試験

合格基準点 昨年度実績

総 得 点 ２３点以上 ２４点以上

（平均点20.5点 前年度比△0.8点）（平均点21.3点 前年度比＋0.8点）

各 科 目 社会保険に関する一般常識 雇 用 保 険 法

国 民 年 金 法 健 康 保 険 法

につき ２点以上 につき ２点以上

そ の 他 ３点以上 そ の 他 ３点以上

２ 択一式試験

合格基準点 昨年度実績

総 得 点 ４５点以上 ４５点以上

（平均点32.1点 前年度比＋0.2点）（平均点31.9点 前年度比＋3.1点）

各 科 目 全科目 厚 生 年 金 保 険 法

につき ４点以上 につき ３点以上

そ の 他 ４点以上



３ 試験科目免除者の取扱い

試験科目免除者については、例年と同様に、次の加算を行った上で、上記１、２の合

格基準を適用する。

(1) 選択式試験

総得点についての各科目の免除者への配点

２３点（合格基準点）
× ５点（各科目の満点）＝ ２．８８

満点４０点

よって、免除１科目につき２．９点を加算するところであるが、

第５０回試験においては、上記の配点では、「社会保険に関する一般常識」及び「国

民年金法」を除く６科目について、免除者が合格基準点を下回ってしまうため、

① 上記６科目の免除者については、３．０点を加算し、

② 合格基準点の引き下げを行った「社会保険に関する一般常識」及び「国民年金法」

については、

２３点(合格基準点)－３点(合格基準点)×６科目(上記①)
×５点（各科目の満点）

２科目(上記②)×５点

＝２．５点

２．５点を加算する。

(2) 択一式試験

総得点についての各科目の免除者への配点

４５点（合格基準点）
× １０点（各科目の満点）＝ ６．４３

満点７０点

よって、免除１科目につき６．４点を加算する。

なお、「労働者災害補償保険法」、「雇用保険法」及び「労働保険の保険料の徴収等

に関する法律」の免除者については、「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」

（各満点７点）は４．５点、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」は労災・雇

用の各配分点（満点３点）は各１．９点とし、「労働保険の保険料の徴収等に関する



法律」としては３．８点（労災・雇用の各配分点の合計）とする。

満点 ７点
６．４ × ＝ ４．４８ → ４．５点

満点１０点

満点 ３点
６．４ × ＝ １．９２ → １．９点

満点１０点

４ 合格者数

今年度（第50回） 昨年度（第49回） 前年度比

受 験 者 数 ３８，４２７人 ３８，６８５人 －２５８人

（内免除者） （９８２人） （９９４人） （－１２人）

合 格 者 数 ２，４１３人 ２，６１３人 －２００人

（内免除者） （ ９０人） （１０４人） （－１４人）

合 格 率 ６．３％ ６．８％ － ０．５％

（内免除者） （ ９．２％） （１０．５％） （－１．３％）

＾

５ 合格基準の説明

合格基準については、「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」（参考１）

に基づいて決定する。


